２０１９年度　高知工科大学校友会による学生団体への助成基準

　大学が承認した学生団体について、高知工科大学校友会から次のとおり助成する。
１．一般助成（対象：学生団体のうち「部」として承認された団体）

　顧問教員の承認を受け、一般助成金交付申請書を提出し、学生支援課及び校友会の審査を経て一般助成（学生団体活動費及び連盟等登録費）が妥当であると決定した場合に、助成できるものとする。
（１）学生団体活動費＜一般助成交付金申請書（学生団体活動費）・・・様式１－①＞
①学生団体の活動に必要な費用（必要物品、消耗品等）として、１０万円を助成する。
②申請は、定められた期限内に行わなければならない。期限後、又は事後の申請は受け付けない。
（２）連盟等登録費＜一般助成交付金申請書（連盟等登録費）・・・様式１－②＞
①ブロック組織、全国組織の学外団体への連盟等登録費として、１０万円を上限として助成する。
②大学としての登録に限る。個人登録料は認めない。
③登録費の領収書、登録明細書を必ず添付すること。
④申請は、定められた期限内に行わなければならない。期限後、又は事後の申請は受け付けない。ただし、特別な理由がある場合は、学生支援課に事前に相談すること。
　
２．特別助成（対象：学生団体として承認された団体）

　顧問教員の承認を受け、特別助成金交付申請書を提出し、学生支援課及び校友会の審査を経て特別助成（物品費助成及び交通費助成）が妥当であると決定した場合に、助成できるものとする。
（１）物品費助成＜特別助成金交付申請書（物品費助成）・・・様式２－①―１、２＞
①１団体あたり原則３０万円を上限として１０万円以上の必要物品（複数物品可）の購入に対して助成する。

　　②助成対象事項は、次のすべての要件を満たすものとする。
ア．学生団体の活動が、大学の知名度を高める又は地域の活性化に貢献すると認められるものであって、その活動を行ううえで特に必要な物品であり、学生団体としてふさわしい物品であること。
イ．学生支援課及び校友会の審査の結果、当該物品の購入が適切であると認められたもの。
③申請期間は、当該年度の1月３１日までとする。
　　④申請は、当該年度中1回のみとし、連年の申請については、学生支援課及び校友会で厳正に審査する。
⑤申請に際しては、物品購入の前に必ず「見積書」を添えて、学生支援課及び校友会の審査を受けなければならない。購入後の申請は承認しない。
⑥物品購入後は、2週間以内に領収書を添えて物品購入報告書を提出すること
（２）交通費助成＜特別助成金交付申請書（交通費助成）・・・様式２－②－１、２＞
①個人又は団体で各県大会又はブロック大会相当の大会を勝抜、または厳正かつ明確な基準による推薦*を受けて、原則西日本大会レベル以上の大会へ出場する場合、交通費の一部（実費の半額）を助成する。
　※推薦は選考基準が明記されており、確認できる書類を提出した場合対象とする。
　　③助成の上限は、総額で２０万円以下とし、当該年度中の複数回の申請を可とする。
④助成対象者は、学士課程の登録選手及びマネージャー（２名以内）とする。
⑤助成対象となる交通機関、経路等は、次のとおりである。
ア．公共交通機関（JR、飛行機等）を利用した場合のみとする。
イ．出発地から目的地（会場、競技場等）があるJR等の最寄り駅までとする。
　　⑥助成を受けるために必要な領収書がない又は紛失した場合は、助成の対象としない。
　　⑦大会参加日の１週間前までに願い出書を提出し、上記①・②の要件について、学生支援課の審査を経なければならない。
⑧助成金交付申請の提出は、旅程が終了してから2週間以内とし、それ以降の申請は受理しない。

　　⑨その他、学生団体として本学の名声を高めることに貢献する西日本大会レベルと同等又はそれ以上の大会であると認められる大会に参加しようとする場合は、個別に検討するので、事前に学生支援課に相談に来ること。
　この基準は、2019年4月1日から適用する。

■交通費の一部（実費の半額）助成の取り扱い要領
助成の対象
１．公共交通機関を利用して、出発地から主たる目的地（競技場、会議場）の最寄りの駅までを原則とする。
２．最寄り駅から目的地までのタクシー代やバス代は助成の対象としない。
３．最寄り駅から宿泊地及び宿泊地から目的地までのタクシー代やバス代は、助成の対象としない。

４．飛行機を利用した場合は領収書とともに搭乗券（半券）も必要である。
